
コスモ石油株式会社堺製油所高度化事業に係る

事後調査報告書

平成２６年５月分

コスモ石油株式会社



１．事業者の氏名及び住所

事業者の名称 ：コスモ石油株式会社

代表者の氏名 ：代表取締役社長 森川 桂造

主たる事務所の所在地 ：東京都港区芝浦一丁目１番１号

２．対象事業の名称

コスモ石油株式会社堺製油所高度化事業

３．対象事業の実施状況

3-1．調査実施日

    平成 26 年 5 月 1 日～平成 26 年 5 月 31 日

3-2．調査時の運転の状況

5 月度は、全ての装置で通常運転だった。

運転の内容
平成 26 年 5 月

上旬 中旬 下旬

通常運転

４．事後調査の方法

4-1．調査内容

   事後調査の調査項目、調査地点、調査期間及び頻度、並びに調査方法は、表-1 に

示すとおりである。
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表-1 施設の供用における事後調査の方法 

調査項目 調査地点 
調査期間及び 

頻度 
調査方法 

大気質 

窒素酸化物 

排出濃度・量 

各煙突 

図-1､3 参照 

第 1期運転開始後 5年 

高度化施設運転開始後 5年 

毎日 

連続測定装置等を用い

る方法 

低 NOx ﾊﾞｰﾅｰ性能 

排煙脱硝設備性能 

排煙脱硝設

備出入口 

第 1期運転開始後 5年 

高度化施設運転開始後 5年 

年 1回 

窒素酸化物濃度、残存酸

素 濃 度 等 よ り 算 出

(JIS-K-O104) 

二酸化硫黄 

排出濃度・量 

各煙突 

図-1､3 参照 

第 1期運転開始後 5年 

高度化施設運転開始後 5年 

毎日 

連続測定装置等を用い

る方法 

ベンゼン回収 

設備性能 

ベンゼン 

回収設備 

出入り口 

高度化施設運転開始後 5年 

年 2回 
ガスクロマトグラフ法 

水質 

水素イオン濃度 

化学的酸素要求量 

燐含有量 

窒素含有量 

新設排水処

理施設出口

図-2､3 参照 

第 1期運転開始後 5年 

高度化施設運転開始後 5年 

毎日 

連続測定装置を用いる

方法 

No.1 排水口 

及び 

No.3 排水口

図-2､3 参照 

第 1期運転開始後 5年 

高度化施設運転開始後 5年 

No.1 排水口：1回/週 

(ただし､窒素､燐含有量は 1

回/月) 

No.3 排水口：1回/月 

工場排水試験方法によ

る測定(JIS-K-0102) 

悪臭 アンモニア濃度 

敷地境界 

及び 

排水処理施

設周辺 

図-3 参照 

第１期運転開始後および高

度化施設運転開始後に各１

回(夏季) 

環境庁告示第９号別表

第１による測定 

廃棄物 

発生量 

有効利用量 

最終処分量 

有効利用方法 

－ 

第 1期運転開始後 5年 

高度化施設運転開始後 5年 

年 1回 

廃棄物の記録台帳を元

に集計 

地球 

環境 

エネルギー消費 

原単位 

二酸化炭素排出量 

－ 

第 1期運転開始後 5年 

高度化施設運転開始後 5年 

年 1回 

製油所における燃料使

用量、電力使用量等より

年度データで算出 
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５．事後調査の結果及び検証（月次） 

 5-1．大気質 

   合計窒素酸化物排出量と合計二酸化硫黄排出量の平成 26年度実績（平成 26 年 4～5 

月）の平均値は別紙 1に示す通り、環境影響評価の計画値（定常時）の範囲内である。  

  別紙 1抜粋 

合計 

窒素酸化物排出量 

合計 

二酸化硫黄排出量 

m3N/時 m3N/時 

第１期工事後計画値 10.766 1.512 

年度平均値 

（平成 26年 4～5 月） 5.349 0.652 

  (1)各煙突の窒素酸化物排出濃度・量 

    平成 26 年 5 月度の窒素酸化物の排出状況は、別紙 2に示す通りである。 

    3 号煙突の濃度(ppm)と排出量(m3N/時)で計画値より高い値となっているが、他煙突 

の系統にある設備からの窒素酸化物排出量が計画値より低いため、製油所全体の合 

計窒素酸化物排出量は計画値の範囲内である。 

   ・3号煙突 

     3 号煙突で窒素酸化物が高くなった原因は、流動接触分解装置（以下「FCC」と 

    いう。）の触媒再生塔の窒素酸化物がやや高いことによるものである。 

     FCC の触媒再生塔の窒素酸化物の濃度は、FCC原料性状の変化、触媒被毒防止剤 

    等の薬品の使用、触媒再生塔の酸素濃度、触媒再生塔の温度分布等の様々な要因 

    の相互関係により、変化する。 

     現状は、3号煙突自体で、窒素酸化物を計画値以下にする手段は特定できていな 

    いが、今後も、3号煙突自体での窒素酸化物低減のため、FCC での運転条件等の検 

    討を行い、窒素酸化物を低減させるよう努力する。 

  (2)各煙突の二酸化硫黄排出濃度・量 

平成 26 年 5 月度の二酸化硫黄の排出状況は、別紙 3に示す通りである。 

１号煙突の月間最大値の濃度(ppm) 及び 3 号煙突の月間最大値の濃度(ppm) と排

出量(m3N/時)及び 6 号煙突の月間最大値の排出量(m3N/時)で計画値より高い値と

なっているが、その他の月間最大値と月間平均値は全て計画値の範囲内である。 

   ・1号煙突 

     1 号煙突で、二酸化硫黄の濃度(ppm) が 5 月 15～18 日及び 21～24 日に高くな 

った原因は、石油加熱炉等で使用している燃料ｶﾞｽ中の硫黄分が高くなったためで 

ある。 

  燃料ｶﾞｽは精製で副生されるｶﾞｽを使用しているが、通常と比べ硫黄分の高い原 

油を処理した際に、副生ｶﾞｽの硫黄分は上昇する。 

・3号煙突 

 3 号煙突で、二酸化硫黄の濃度(ppm) と排出量(m3N/時)が 5月 3日に高くなった 

が、すぐに計画値の範囲内となっている。 
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・6号煙突 

 6 号煙突で、二酸化硫黄の排出量(m3N/時)が 5月 23 日に高くなったが、一時的 

に排出ｶﾞｽ量が増加したためで、すぐに計画値の範囲内となっている。 

 5-2．水質 

    水質に係る平成 26 年度実績（平成 26 年 4～5 月）の平均値は別紙 4から別紙 6に 

   示す通り、環境影響評価の計画値（定常時）の範囲内である。 

  別紙 4上表抜粋 

新設排水処理施設出口 調査地点 12 

排水量 水素ｲｵﾝ濃度 化学的酸素要求量 全窒素 全隣 

m3/日 ― 
濃度 

(mg/L) 

汚濁負荷量 

(kg/日) 

濃度 

(mg/L) 

汚濁負荷量 

(kg/日) 

濃度 

(mg/L) 

汚濁負荷量 

(kg/日) 

計画値 3,960 6.0-8.0 6.0 23.8 5 19.8 0.07 0.3 

年度平均値 2,877 7.4 3.6 10.4 4 12.6 0.04 0.1 

  別紙 5抜粋 

No.1 排水口 調査地点 11 

排水量 水素ｲｵﾝ濃度 化学的酸素要求量 窒素含有量 燐含有量 

m3/日 ― 
濃度 

(mg/L) 

汚濁負荷量 

(kg/日) 

濃度 

(mg/L) 

汚濁負荷量 

(kg/日) 

濃度 

(mg/L) 

汚濁負荷量 

(kg/日) 

計画値 21,891 6.0-8.0 6.5 142.3 5 109.5 0.07 1.5 

年度平均値 15,442 7.3 4.7 72.6 3 46.3 0.04 0.6 

  別紙 6抜粋 

No.3 排水口 調査地点 10 

排水量 水素ｲｵﾝ濃度 化学的酸素要求量 窒素含有量 燐含有量 

m3/日 ― 
濃度 

(mg/L) 

汚濁負荷量 

(kg/日) 

濃度 

(mg/L) 

汚濁負荷量 

(kg/日) 

濃度 

(mg/L) 

汚濁負荷量 

(kg/日) 

計画値 215 6.0-8.0 6.9 1.5 3 0.6 0.3 0.1 

年度平均値 164 7.6 4.6 0.8 1 0.2 0.1 0.0 

  (1)新設排水処理施設出口 

    平成 26 年 5 月度の新設排水処理施設出口の排水の状況は、別紙 4に示す通り、全 

てが計画値の範囲内である。 

  (2)No.1 排水口出口 

    平成 26 年 5 月度の No.1 排水口の排水の状況は、別紙 5に示す通り、全てが計画 

値の範囲内である。 

  (3)No.3 排水口出口 

    平成 26 年 5 月度の No.3 排水口の排水の状況は、別紙 6に示す通り、全てが計画 

値の範囲内である。   
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６．事後調査の結果及び検証（年次） 

 6-1．大気質  

  (1)低 NOx ﾊﾞｰﾅｰ性能、排煙脱硝設備性能の確認結果 

 平成 26年 5月と 6月に測定（一部自動分析計で測定）した状況は、別紙 7に示す 

通りである。一部の脱硝設備入口の NOx 濃度は、省ｴﾈのための NOx 低減ｽﾁｰﾑの停止 

や加熱炉の構造上から計画していた低 NOx ﾊﾞｰﾅｰが設置できなかった事などにより、 

計画値より高い値となっている。 

 脱硝設備出口の NOx 濃度は、脱硝設備の運転管理を徹底した結果、全て計画値の 

範囲内であり、低 NOx ﾊﾞｰﾅｰと脱硝設備とを合わせた性能は適正である。 

6-2．廃棄物 

   平成 25年度の廃棄物の調査結果は、別紙 8に示す通りである。 

   廃油の発生量が計画値より増加しているが、これはﾀﾝｸに流入した雨水の廃棄が必要 

となったためである。 

廃酸・廃ｱﾙｶﾘの発生量が計画値より増加しているが、これは石油加熱炉等で使用す 

る副生ｶﾞｽの洗浄に使用した苛性ｿｰﾀﾞの量及び廃棄量が増加したためである。 

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類及び金属くずの発生量が計画値より増加しているが、これは工事に伴う

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ部材や金属部材の交換が増加したためである。 

なお、廃棄物は最終処分（埋立処分）を行わない処分業者へ積極的に委託しており、 

最終処分量は計画値よりかなり少ない量となっている。 

７．環境影響評価に係る履行状況 

7-1．施設の存在・供用に係る環境保全措置の実施状況 

  平成 25 年度の施設の存在・供用に係る環境保全措置の実施状況は、別紙 9に示す 

 通りである。 

7-2．知事意見等に対する事業者等の見解についての実施状況 

  平成 25 年度の知事意見等に対する事業者等の見解についての実施状況は、別紙 10 

 に示す通りである。 

以上 
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図-3（1） 供用時における二酸化硫黄、窒素酸化物調査地点（既設装置） 

低NOxバーナー採用

二段燃焼採用

低NOxバーナー・二段燃焼採用

新設排煙脱硝設備

排煙脱硫
設備

第2硫黄回収装置
燃焼炉

排煙脱硫
設備

接触改質装置
加熱炉

灯油水添脱硫
装置加熱炉

軽油水添脱硫
装置加熱炉

第3硫黄回収装置
燃焼炉

排煙脱硝
設備

高圧ボイラー
（予備の施設）

1号中圧ボイラー
(予備の施設）

排煙脱硝
設備

２号中圧ボイラー

燃料油

燃料ガス

原油蒸留装置
２号加熱炉

排煙脱硝
設備

排煙脱硝
設備

原油蒸留装置
1号加熱炉

排煙脱硝
設備

ｺｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備
（排気再燃ﾎﾞｲﾗｰ）

脱硫重質軽油
蒸留装置加熱炉

重質軽油水素化
脱硫装置加熱炉

減圧蒸留装置
加熱炉

揮発油水添脱硫装置
加熱炉

流動接触分解
装置加熱炉

排煙脱硝
設備

１

号

煙

突

２

号

煙

突

大気質調査地点 

1

2

6

1
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図-3（2） 供用時における二酸化硫黄、窒素酸化物調査地点（既設装置） 

低NOxバーナー採用

高度化後に予備の施設となる装置

付着炭素

FCCガソリン脱硫
装置2号加熱炉

第2軽油水添
脱硫装置加熱炉

排煙脱硝
設備

水素製造装置
3号加熱炉

廃硫酸再生装置
直火炉

水素製造装置
2号加熱炉

流動接触分解装置
触媒再生塔

電気集じん機

水素製造装置
1号加熱炉

FCCガソリン脱硫
装置3号加熱炉

排煙脱硝
設備

FCCガソリン脱硫
装置1号加熱炉

燃料ガス

排煙脱硫
設備

４
号
煙
突

７
号
煙
突

５
号
煙
突 ６

号
煙
突

３
号
煙
突3

4

5

6

7

大気質調査地点 

7
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図-3（3） 供用時における二酸化硫黄、窒素酸化物調査地点（新設装置） 

低NOxバーナー採用

排煙脱硝
設備

燃料ガス
排煙脱硝
設備

分解油水添脱硫装置
1号加熱炉

重質油熱分解装置
加熱炉

分解油水添脱硫装置
2号加熱炉

排煙脱硝
設備

分解油水添脱硫装置
4号加熱炉

連続触媒再生式接触
改質装置2号加熱炉

連続触媒再生式接触
改質装置1号加熱炉

分解油水添脱硫装置
3号加熱炉

第４硫黄回収装置
燃焼炉

分解油水添脱硫装置
５号加熱炉

排煙脱硫
装置

排煙脱硝
設備

排煙脱硝
設備

排煙脱硝
設備

排煙脱硝
設備

キシレン異性化装置
1号加熱炉

キシレン蒸留装置
2号加熱炉

連続触媒再生式接触
改質装置3号加熱炉

連続触媒再生式接触
改質装置4号加熱炉

キシレン蒸留装置
1号加熱炉

排煙脱硝
設備

排煙脱硝
設備

燃料ガス

排煙脱硝
設備

排煙脱硝
設備

排煙脱硝
設備

排煙脱硝
設備
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2号加熱炉

第2水素製造装置
1号加熱炉
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排煙脱硝
設備
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設備
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図-4 供用時における水質調査地点 

上水 生活排水等 浄化槽

セミクリーン系排水
（非含油排水）

オイルセパレーター

オイリー系排水
（含油排水）

オイリー系排水
（含Ｈ２Ｓ排水）

オイリー系排水
（含Ｈ２Ｓ、ﾌｪﾉｰﾙ排水）
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工水 工
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排水口

Ｎｏ．3
排水口
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（窒素・燐含有排水等）
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（含油排水）
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工
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設備

廃水処理再生塔

廃水処理再生塔
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水質
調整槽

凝集加圧浮上
処理設備
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図-5 大気質、水質及びアンモニア濃度調査地点 

14 

水質調査 （新設排水処理施設出口、No.1 及び No.3 排水口の計 3地点） 

アンモニア濃度調査（敷地境界 6地点、排水処理施設周辺 1地点の計 7地点） 

12 

13 

15 

9

8

7

6

2

1

3

4 5

16 

17 

18 

19 

10 11 

大気質調査（各煙突 9地点） 

10

3



窒素酸化物の排出状況に関する事後調査結果（供用時）

濃度(ppm) 排出量（m3N/時) 濃度(ppm) 排出量（m3N/時） 濃度(ppm) 排出量（m3N/時） 濃度(ppm) 排出量（m3N/時） 濃度(ppm) 排出量（m3N/時） 濃度(ppm) 排出量（m3N/時） 濃度(ppm) 排出量（m3N/時） 濃度(ppm) 排出量（m3N/時） m3N/時

第１期工事後計画値 12.7 3.300 25.9 1.337 9.1 0.665 85.0 0.137 83.0 2.303 10.0 0.051 10.0 0.086 11.3 2.888 10.766

年度平均値 9.7 2.223 20.1 0.896 13.6 0.925 75.0 0.067 52.0 0.671 5.6 0.026 7.0 0.062 3.9 0.617 5.664

平成26年4月度平均値 9.7 2.274 22.3 0.968 13.9 0.925 75.0 0.067 52.0 0.681 5.6 0.027 7.0 0.061 3.8 0.604 5.979

平成26年5月度平均値 9.7 2.171 18.0 0.823 13.3 0.925 75.0 0.066 52.0 0.660 5.6 0.026 7.0 0.062 4.0 0.630 5.349

平成26年6月度平均値

平成26年7月度平均値

平成26年8月度平均値

平成26年9月度平均値

平成26年10月度平均値

平成26年11月度平均値

平成26年12月度平均値

平成27年1月度平均値

平成27年2月度平均値

平成27年3月度平均値

二酸化硫黄の排出状況に関する事後調査結果（供用時）

濃度(ppm) 排出量（m3N/時) 濃度(ppm) 排出量（m3N/時） 濃度(ppm) 排出量（m3N/時） 濃度(ppm) 排出量（m3N/時） 濃度(ppm) 排出量（m3N/時） 濃度(ppm) 排出量（m3N/時） 濃度(ppm) 排出量（m3N/時） 濃度(ppm) 排出量（m3N/時） m3N/時

第１期工事後計画値 0.3 0.112 11.8 0.639 0.2 0.012 0.9 0.0016 1.1 0.027 0.8 0.0034 0.9 0.0077 3.0 0.711 1.512

年度平均値 0.3 0.075 8.1 0.409 0.1 0.004 0.4 0.0004 0.5 0.006 0.4 0.0017 0.5 0.0043 0.7 0.106 0.626

平成26年4月度平均値 0.2 0.056 8.3 0.407 0.1 0.007 0.3 0.0003 0.4 0.005 0.3 0.0012 0.3 0.0033 0.5 0.084 0.599

平成26年5月度平均値 0.3 0.094 8.0 0.412 0.0 0.002 0.5 0.0005 0.6 0.007 0.6 0.0022 0.6 0.0054 0.8 0.129 0.652

平成26年6月度平均値

平成26年7月度平均値

平成26年8月度平均値

平成26年9月度平均値

平成26年10月度平均値

平成26年11月度平均値

平成26年12月度平均値

平成27年1月度平均値

平成27年2月度平均値

平成27年3月度平均値

注：1.非定常運転及び分析計欠測時のデータは除く。

合計
二酸化硫黄排出量 1号煙突　調査地点1 2号煙突　調査地点2 3号煙突　調査地点3 4号煙突　調査地点4 5号煙突　調査地点5 6号煙突　調査地点6 8号煙突　調査地点8時期

各煙突排出値

4号煙突　調査地点4 5号煙突　調査地点5 6号煙突　調査地点6

7号煙突　調査地点7

別紙1　事後調査期間の年度平均値実績（供用時）

7号煙突　調査地点7 8号煙突　調査地点8
各煙突排出値

時期
合計

窒素酸化物排出量 1号煙突　調査地点1 2号煙突　調査地点2 3号煙突　調査地点3

1
1



平成26年　5月度　実績値

濃度(ppm) 排出量（m3N/時） 濃度(ppm) 排出量（m3N/時） 濃度(ppm) 排出量（m3N/時） 濃度(ppm) 排出量（m3N/時） 濃度(ppm) 排出量（m3N/時） 濃度(ppm) 排出量（m3N/時） 濃度(ppm) 排出量（m3N/時） 濃度(ppm) 排出量（m3N/時） m3N/時

第１期工事後計画値 12.7 3.300 25.9 1.337 9.1 0.665 85.0 0.137 83.0 2.303 10.0 0.051 10.0 0.086 11.3 2.888 10.766

参考(平均値:注6) 9.7 2.180 18.0 0.823 13.3 0.928 75.0 0.066 52.0 0.660 5.6 0.026 7.0 0.062 4.0 0.631 5.377

参考(最大値:注6) 11.9 2.452 21.5 1.022 14.5 1.029 75.0 0.067 52.0 0.687 6.2 0.035 7.0 0.072 4.8 0.804 5.923

平均値(注7) 9.7 2.171 18.0 0.823 13.3 0.925 75.0 0.066 52.0 0.660 5.6 0.026 7.0 0.062 4.0 0.630 5.349

最大値(注7) 10.3 2.359 21.5 1.022 14.5 1.023 75.0 0.067 52.0 0.687 6.2 0.035 7.0 0.072 4.8 0.804 5.923

1日 9.6 2.251 20.7 0.985 13.9 0.979 75.0 0.065 52.0 0.668 5.8 0.028 7.0 0.065 4.0 0.667 5.708

2日 9.5 2.225 20.7 0.985 13.6 0.958 75.0 0.066 52.0 0.672 5.5 0.026 7.0 0.065 3.8 0.645 5.641

3日 9.6 2.265 21.2 1.022 13.1 0.918 75.0 0.067 52.0 0.665 5.8 0.027 7.0 0.066 3.9 0.650 5.680

4日 9.5 2.217 21.3 1.010 14.3 1.021 75.0 0.067 52.0 0.664 5.5 0.025 7.0 0.069 4.3 0.718 5.790

5日 9.6 2.248 21.2 1.004 14.0 1.003 75.0 0.067 52.0 0.661 5.5 0.026 7.0 0.071 4.8 0.804 5.885

6日 9.7 2.333 21.5 1.014 14.2 1.023 75.0 0.067 52.0 0.660 5.8 0.028 7.0 0.069 4.6 0.729 5.923

7日 9.7 2.359 20.3 0.935 13.5 0.950 75.0 0.067 52.0 0.661 5.6 0.025 7.0 0.072 4.4 0.683 5.752

8日 9.7 2.291 17.5 0.764 14.1 1.009 75.0 0.067 52.0 0.672 5.6 0.025 7.0 0.066 3.8 0.596 5.490

9日 9.6 2.181 19.0 0.886 14.2 0.998 75.0 0.066 52.0 0.670 5.4 0.025 7.0 0.056 3.9 0.625 5.508

10日 9.6 2.213 17.9 0.829 13.0 0.932 75.0 0.067 52.0 0.656 5.1 0.023 7.0 0.060 4.1 0.659 5.437

11日 9.6 2.163 16.5 0.785 12.8 0.914 75.0 0.066 52.0 0.665 5.6 0.025 7.0 0.058 3.9 0.634 5.310

12日 9.6 2.184 16.8 0.792 14.4 1.029 75.0 0.067 52.0 0.662 5.5 0.024 7.0 0.056 4.2 0.680 5.494

13日 9.7 2.245 16.9 0.787 13.4 0.949 75.0 0.066 52.0 0.662 5.9 0.026 7.0 0.057 3.9 0.598 5.391

14日 9.7 2.200 16.9 0.770 12.0 0.846 75.0 0.065 52.0 0.657 5.4 0.024 7.0 0.057 3.9 0.570 5.190

15日 9.7 2.212 16.9 0.778 11.3 0.802 75.0 0.066 52.0 0.651 5.6 0.025 7.0 0.060 4.7 0.738 5.331

16日 9.7 2.152 17.2 0.792 12.0 0.846 75.0 0.066 52.0 0.656 5.9 0.028 7.0 0.059 3.9 0.645 5.243

17日 9.6 2.140 17.6 0.816 12.4 0.871 75.0 0.067 52.0 0.657 5.7 0.027 7.0 0.057 3.8 0.610 5.245

18日 9.6 2.133 17.5 0.802 13.2 0.922 75.0 0.067 52.0 0.659 5.3 0.025 7.0 0.058 3.4 0.544 5.209

19日 9.5 2.089 17.4 0.793 12.8 0.894 75.0 0.067 52.0 0.656 5.6 0.025 7.0 0.058 3.3 0.522 5.105

20日 9.7 2.186 15.7 0.683 14.5 0.996 75.0 0.067 52.0 0.655 5.5 0.025 7.0 0.056 3.9 0.609 5.277

21日 9.7 2.212 17.6 0.806 14.1 0.960 75.0 0.067 52.0 0.662 5.9 0.027 7.0 0.058 4.1 0.629 5.422

22日 9.7 2.170 18.1 0.799 13.7 0.947 75.0 0.065 52.0 0.649 5.4 0.030 7.0 0.064 3.8 0.587 5.311

23日 9.8 2.231 18.7 0.832 14.4 0.994 75.0 0.066 52.0 0.672 5.9 0.035 7.0 0.065 4.1 0.618 5.514

24日 9.7 2.146 17.9 0.816 14.2 0.984 75.0 0.066 52.0 0.652 5.7 0.031 7.0 0.064 3.9 0.611 5.370

25日 9.6 2.020 17.5 0.819 12.5 0.865 75.0 0.066 52.0 0.652 5.7 0.024 7.0 0.063 3.6 0.578 5.086

26日 9.6 2.040 17.3 0.805 12.7 0.869 75.0 0.065 52.0 0.647 5.4 0.022 7.0 0.063 4.2 0.696 5.208

27日 9.6 1.998 16.7 0.781 13.8 0.945 75.0 0.065 52.0 0.653 6.2 0.026 7.0 0.064 4.3 0.718 5.249

28日 11.9 2.452 17.0 0.789 11.7 0.804 75.0 0.066 52.0 0.663 5.5 0.025 7.0 0.063 4.0 0.676 5.537

29日 9.6 1.964 16.7 0.773 11.2 0.766 75.0 0.065 52.0 0.663 5.5 0.026 7.0 0.062 4.3 0.713 5.034

30日 10.0 2.085 14.7 0.588 12.8 0.843 75.0 0.065 52.0 0.687 5.2 0.021 7.0 0.058 4.2 0.556 4.904

31日 10.3 1.987 13.7 0.481 14.0 0.930 75.0 0.061 52.0 0.644 5.7 0.023 7.0 0.058 2.6 0.260 4.444

注：1.排出濃度及び排出量は1日平均値を示す。

　　2.高度化後には、表中の第1期工事後計画値を高度化後計画値に変更し、「評価書」高度化後の記載値（計画値）を記入する。　

　　3.事後調査は第1期工事後5年間及び高度化後5年間実施する。

　　4.窒素酸化物濃度は酸素濃度4％換算値を示す。

    5.第1期工事後計画値は平成17年度実績値（年平均値）を基に第１期工事後を予測した値を示す。

    6.参考欄は、表中の全数値を対象とする。

    7.平均値と最大値の欄は、非定常運転のﾃﾞｰﾀ及び分析計欠測時のﾃﾞｰﾀを除く。

    8.赤色で示すﾃﾞｰﾀについては、分析計の点検による分析計の欠測ﾃﾞｰﾀを含む。

7号煙突　調査地点7 8号煙突　調査地点8

別紙2　窒素酸化物の排出状況に関する事後調査結果（供用時）

時期
各煙突排出値 合計

窒素酸化物排出量1号煙突　調査地点1 2号煙突　調査地点2 3号煙突　調査地点3 4号煙突　調査地点4 5号煙突　調査地点5 6号煙突　調査地点6

1
2



平成26年　5月度　実績値

濃度(ppm) 排出量（m3N/時） 濃度(ppm) 排出量（m3N/時） 濃度(ppm) 排出量（m3N/時） 濃度(ppm) 排出量（m3N/時） 濃度(ppm) 排出量（m3N/時） 濃度(ppm) 排出量（m3N/時） 濃度(ppm) 排出量（m3N/時） 濃度(ppm) 排出量（m3N/時） m3N/時

第１期工事後計画値 0.3 0.112 11.8 0.639 0.2 0.012 0.9 0.0016 1.1 0.027 0.8 0.0034 0.9 0.0077 3.0 0.711 1.512

参考(平均値:注5) 0.3 0.094 7.9 0.409 0.0 0.003 0.5 0.0005 0.6 0.007 0.6 0.0023 0.6 0.0054 0.8 0.129 0.650

参考(最大値:注5) 0.4 0.108 10.2 0.558 0.7 0.042 0.5 0.0005 0.6 0.007 0.7 0.0037 0.6 0.0059 0.8 0.144 0.821

平均値(注6) 0.3 0.094 8.0 0.412 0.0 0.002 0.5 0.0005 0.6 0.007 0.6 0.0022 0.6 0.0054 0.8 0.129 0.652

最大値(注6) 0.4 0.108 10.2 0.558 0.7 0.042 0.5 0.0005 0.6 0.007 0.7 0.0037 0.6 0.0059 0.8 0.142 0.821

1日 0.3 0.083 9.6 0.523 0.0 0.000 0.5 0.0005 0.6 0.007 0.4 0.0018 0.5 0.0050 0.8 0.134 0.754

2日 0.3 0.083 10.2 0.558 0.0 0.001 0.5 0.0005 0.6 0.007 0.4 0.0018 0.5 0.0050 0.8 0.137 0.793

3日 0.3 0.083 9.9 0.548 0.7 0.042 0.5 0.0004 0.6 0.006 0.4 0.0018 0.5 0.0052 0.8 0.135 0.821

4日 0.3 0.083 9.1 0.495 0.0 0.000 0.5 0.0005 0.6 0.007 0.4 0.0018 0.5 0.0056 0.8 0.136 0.729

5日 0.3 0.083 8.9 0.486 0.0 0.000 0.5 0.0005 0.6 0.007 0.4 0.0018 0.5 0.0057 0.8 0.134 0.718

6日 0.3 0.084 8.5 0.459 0.0 0.000 0.5 0.0005 0.6 0.007 0.4 0.0018 0.5 0.0056 0.8 0.127 0.685

7日 0.3 0.084 7.8 0.404 0.1 0.007 0.5 0.0005 0.6 0.007 0.4 0.0017 0.5 0.0058 0.8 0.128 0.638

8日 0.3 0.086 8.1 0.384 0.0 0.001 0.5 0.0004 0.6 0.006 0.5 0.0018 0.6 0.0055 0.8 0.130 0.615

9日 0.3 0.086 8.0 0.418 0.2 0.011 0.5 0.0005 0.6 0.007 0.5 0.0018 0.6 0.0053 0.8 0.130 0.659

10日 0.3 0.094 7.1 0.373 0.0 0.000 0.5 0.0005 0.6 0.007 0.5 0.0020 0.6 0.0057 0.8 0.130 0.611

11日 0.3 0.100 7.6 0.408 0.1 0.011 0.5 0.0005 0.6 0.007 0.5 0.0022 0.6 0.0054 0.8 0.131 0.665

12日 0.3 0.099 7.3 0.391 0.1 0.009 0.5 0.0005 0.6 0.007 0.5 0.0021 0.6 0.0053 0.8 0.130 0.643

13日 0.3 0.099 7.8 0.413 0.0 0.000 0.5 0.0005 0.6 0.007 0.5 0.0021 0.6 0.0051 0.8 0.125 0.652

14日 0.3 0.099 7.7 0.395 0.0 0.000 0.5 0.0005 0.6 0.007 0.5 0.0021 0.6 0.0051 0.8 0.118 0.627

15日 0.4 0.101 7.6 0.393 0.0 0.000 0.5 0.0005 0.6 0.007 0.5 0.0022 0.6 0.0056 0.8 0.134 0.643

16日 0.4 0.103 6.6 0.344 0.0 0.000 0.5 0.0005 0.6 0.006 0.6 0.0023 0.6 0.0053 0.8 0.140 0.601

17日 0.4 0.104 5.5 0.290 0.0 0.000 0.5 0.0004 0.6 0.006 0.6 0.0024 0.6 0.0052 0.8 0.132 0.540

18日 0.4 0.104 5.8 0.300 0.0 0.000 0.4 0.0004 0.5 0.006 0.6 0.0024 0.6 0.0052 0.8 0.129 0.547

19日 0.3 0.101 5.9 0.302 0.0 0.000 0.4 0.0004 0.5 0.006 0.6 0.0024 0.6 0.0053 0.8 0.130 0.546

20日 0.3 0.099 6.1 0.293 0.0 0.000 0.4 0.0004 0.5 0.006 0.6 0.0024 0.6 0.0053 0.8 0.129 0.535

21日 0.4 0.101 6.6 0.336 0.0 0.000 0.5 0.0004 0.5 0.006 0.6 0.0024 0.6 0.0055 0.8 0.127 0.578

22日 0.4 0.107 7.3 0.365 0.0 0.000 0.5 0.0004 0.6 0.006 0.7 0.0033 0.6 0.0057 0.8 0.125 0.613

23日 0.4 0.108 7.6 0.384 0.0 0.000 0.5 0.0005 0.6 0.007 0.7 0.0037 0.6 0.0059 0.8 0.122 0.632

24日 0.4 0.103 8.4 0.436 0.0 0.000 0.5 0.0005 0.6 0.007 0.7 0.0031 0.6 0.0057 0.8 0.130 0.685

25日 0.3 0.097 9.0 0.476 0.0 0.000 0.5 0.0004 0.6 0.006 0.6 0.0023 0.6 0.0054 0.8 0.134 0.722

26日 0.3 0.098 8.2 0.432 0.0 0.000 0.5 0.0005 0.6 0.007 0.6 0.0022 0.6 0.0056 0.8 0.136 0.680

27日 0.3 0.095 8.6 0.454 0.0 0.000 0.5 0.0005 0.6 0.007 0.6 0.0023 0.6 0.0057 0.8 0.142 0.706

28日 0.3 0.093 8.4 0.441 0.0 0.000 0.5 0.0005 0.6 0.007 0.6 0.0024 0.6 0.0055 0.8 0.144 0.694

29日 0.3 0.092 8.2 0.429 0.0 0.000 0.5 0.0005 0.6 0.007 0.6 0.0025 0.6 0.0054 0.8 0.141 0.678

30日 0.3 0.092 8.8 0.389 0.0 0.000 0.5 0.0005 0.6 0.007 0.7 0.0024 0.6 0.0052 0.7 0.107 0.602

31日 0.3 0.083 9.2 0.353 0.0 0.000 0.5 0.0005 0.6 0.007 0.6 0.0022 0.6 0.0051 0.5 0.082 0.533

注：1.排出濃度及び排出量は1日平均値を示す。

　　2.高度化後には、表中の第1期工事後計画値を高度化後計画値に変更し、「評価書」高度化後の記載値（計画値）を記入する。　

　　3.事後調査は第1期工事後5年間及び高度化後5年間実施する。

    4.第1期工事後計画値は平成17年度実績値（年平均値）を基に第１期工事後を予測した値を示す。

    5.参考欄は、表中の全数値を対象とする。

    6.平均値と最大値の欄は、非定常運転のﾃﾞｰﾀ及び分析計欠測時のﾃﾞｰﾀを除く。

    7.赤色で示すﾃﾞｰﾀについては、分析計の点検による分析計の欠測ﾃﾞｰﾀを含む。

8号煙突　調査地点8

別紙3　二酸化硫黄の排出状況に関する事後調査結果（供用時）

時期

各煙突排出値 合計
二酸化硫黄排出量1号煙突　調査地点1 2号煙突　調査地点2 3号煙突　調査地点2 4号煙突　調査地点4 5号煙突　調査地点5 6号煙突　調査地点6 7号煙突　調査地点7

1
3



別紙4　排水水質の状況に関する事後調査結果（新設排水処理施設出口：供用時）

平成26年度平均値
新設排水処理実績値

新設排水処理施設出口　調査地点12

排水量 水素イオン濃度 化学的酸素要求量 全窒素 全隣

m3/日 ― 濃度　mg/L 汚濁負荷量　kg/日 濃度　mg/L 汚濁負荷量　kg/日 濃度　mg/L 汚濁負荷量　kg/日

計画値 3,960 6.0-8.0 6.0 23.8 5 19.8 0.07 0.3

年度平均値 2,900 7.2 2.7 7.9 4 12.2 0.04 0.1

平成26年4月度平均値 2,923 7.0 1.9 5.5 4 11.8 0.04 0.1

平成26年5月度平均値 2,877 7.4 3.6 10.4 4 12.6 0.04 0.1

平成26年6月度平均値

平成26年7月度平均値

平成26年8月度平均値

平成26年9月度平均値

平成26年10月度平均値

平成26年11月度平均値

平成26年12月度平均値

平成27年1月度平均値

平成27年2月度平均値

平成27年3月度平均値

平成26年　5月度
新設排水処理実績値

新設排水処理施設出口　調査地点12

排水量 水素イオン濃度 化学的酸素要求量 全窒素 全隣

m3/日 ― 濃度　mg/L 汚濁負荷量　kg/日 濃度　mg/L 汚濁負荷量　kg/日 濃度　mg/L 汚濁負荷量　kg/日

計画値 3,960 6.0-8.0 6.0 23.8 5 19.8 0.07 0.3

参考(平均値)(注3) 2,877 7.4 3.6 10.3 4 12.5 0.04 0.1

参考(最大値)(注3) 3,131 7.4 3.8 11.1 5 15.2 0.05 0.1

平均値(注4) 2,877 7.4 3.6 10.4 4 12.6 0.04 0.1

最大値(注4) 3,131 7.4 3.8 11.1 5 15.2 0.05 0.1

1日 2,947 7.3 3.7 10.9 5 13.3 0.04 0.1

2日 2,846 7.3 3.7 10.4 5 13.7 0.04 0.1

3日 2,930 7.4 3.6 10.7 5 13.8 0.04 0.1

4日 2,878 7.4 3.7 10.7 5 13.6 0.04 0.1

5日 2,807 7.4 3.7 10.3 5 13.1 0.04 0.1

6日 2,970 7.4 3.6 10.6 4 13.2 0.04 0.1

7日 2,989 7.4 3.5 10.5 4 12.3 0.04 0.1

8日 2,820 7.4 3.7 10.4 3 9.1 0.03 0.1

9日 2,751 7.4 3.8 10.4 5 12.5 0.04 0.1

10日 2,835 7.4 3.7 10.5 4 12.3 0.04 0.1

11日 3,131 7.4 3.5 10.9 4 13.4 0.04 0.1

12日 2,784 7.4 3.4 9.6 5 12.7 0.04 0.1

13日 2,863 7.4 3.5 9.9 4 12.2 0.04 0.1

14日 3,022 7.4 3.7 11.1 4 11.9 0.04 0.1

15日 3,070 7.4 3.5 10.6 5 14.5 0.04 0.1

16日 2,913 7.4 3.4 9.8 5 15.2 0.04 0.1

17日 2,837 7.4 3.6 10.1 5 13.7 0.04 0.1

18日 2,517 7.4 3.5 8.8 5 12.6 0.04 0.1

19日 2,839 7.4 3.6 10.3 5 13.2 0.05 0.1

20日 2,848 7.4 2.6 7.3 5 13.0 0.05 0.1

21日 2,942 7.4 3.6 10.6 4 12.2 0.05 0.1

22日 2,937 7.4 3.6 10.5 4 11.6 0.04 0.1

23日 2,900 7.4 3.7 10.6 4 12.5 0.05 0.1

24日 2,879 7.4 3.7 10.6 5 13.5 0.05 0.1

25日 2,871 7.4 3.8 10.8 5 13.5 0.05 0.1

26日 2,915 7.3 3.8 11.0 5 13.5 0.05 0.1

27日 2,859 7.4 3.7 10.6 4 11.7 0.05 0.1

28日 2,925 7.4 3.7 10.7 4 10.3 0.05 0.1

29日 2,794 7.4 3.6 10.0 4 9.8 0.05 0.1

30日 2,803 7.4 3.6 10.1 3 9.4 0.05 0.1

31日 2,775 7.4 3.6 10.1 3 9.2 0.05 0.1

注：1.事後調査は第1期工事後5年間及び高度化後5年間実施する。

　　2.排水性状値については自動分析計の日間平均値を記載。

    3.参考欄は、表中の全数値を対象とする。

    4.平均値と最大値の欄は、新設排水処理施設停止時と非定常運転のﾃﾞｰﾀ及び分析計欠測時のﾃﾞｰﾀを除く。

    5.赤字の値については、分析計の点検による分析計の欠測ﾃﾞｰﾀ及び分析計の指示不良を含む。

日

時期
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別紙5　排水水質の状況に関する事後調査結果（No.1排水口出口：供用時）

第1期工事後
実績値

No.1排水口　調査地点11

排水量 水素イオン濃度 化学的酸素要求量 窒素含有量 燐含有量

m3/日 ― 濃度　mg/L 汚濁負荷量　kg/日 濃度　mg/L 汚濁負荷量　kg/日 濃度　mg/L 汚濁負荷量　kg/日

計画値
（第1期工事後）

21,891 6.0-8.0 6.5 142.3 5 109.5 0.07 1.5

年度平均値 15,268 7.3 5.1 77.8 3 45.8 0.05 0.8

平成２６年４月度 15,093 7.3 5.5 83.0 3 45.3 0.06 0.9

平成２６年５月度 15,442 7.3 4.7 72.6 3 46.3 0.04 0.6

平成２６年６月度

平成２６年７月度

平成２６年８月度

平成２６年９月度

平成２６年１０月度

平成２６年１１月度

平成２６年１２月度

平成２７年１月度

平成２７年２月度

平成２７年３月度

注：1.事後調査は第1期工事後5年間及び高度化後5年間実施する。

　　2.水素イオン濃度、化学的酸素要求量の性状値については1回/週の測定値の平均値を示す。

　　3.窒素含有量、燐含有量の性状値については1回/月の測定値を示す。

時期
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別紙6　排水水質の状況に関する事後調査結果（No.3排水口出口：供用時）

第1期工事後

No.3排水口　調査地点10

排水量 水素イオン濃度 化学的酸素要求量 窒素含有量 燐含有量

m3/日 ― 濃度　mg/L 汚濁負荷量　kg/日 濃度　mg/L 汚濁負荷量　kg/日 濃度　mg/L 汚濁負荷量　kg/日

計画値
（第1期工事後）

215 6.0-8.0 6.9 1.5 3 0.6 0.3 0.1

年度平均値 159 7.7 4.3 0.7 1 0.2 0.1 0.0

平成２６年４月度 154 7.8 3.9 0.6 1 0.2 0.1 0.0

平成２６年５月度 164 7.6 4.6 0.8 1 0.2 0.1 0.0

平成２６年６月度

平成２６年７月度

平成２６年８月度

平成２６年９月度

平成２６年１０月度

平成２６年１１月度

平成２６年１２月度

平成２７年１月度

平成２７年２月度

平成２７年３月度

注：1.事後調査は第1期工事後5年間及び高度化後5年間実施する。

　　2.水素イオン濃度、化学的酸素要求量、窒素含有量、燐含有量の性状値については1回/月の測定値を示す。

時期

実績値
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既設装置

脱硝設備入口
(加熱炉出ロ)

ppm

脱硝設備出口

ppm

脱硝率

%

脱硝設備入口
(加熱炉出ロ)

ppm

脱硝設備出口

ppm

脱硝率

%

コジェネレーション設備 ボイラー 84 16 81 72 14 81
第1期工事後には排煙脱硝設備の触媒余力
を有効活用し、アンモニア注入比率を上昇
し脱硝率を上げて対応した。

原油蒸留装置 2号加熱炉
脱硫重質軽油蒸留装置 加熱炉
揮発油水添脱硫装置 加熱炉
接触改質装置 加熱炉
灯油水添脱硫装置 加熱炉
軽油水添脱硫装置 加熱炉
流動接触分解装置 加熱炉 59 10 83 36 7 81 同上

減圧蒸留装置 加熱炉 30 － － 12 － －
第1期にて更に性能の良い低NOxバーナーを
設置した(準備書からの変更)。

新設装置

脱硝設備入口
(加熱炉出ロ)

ppm

脱硝設備出口

ppm

脱硝率

%

脱硝設備入口
(加熱炉出ロ)

ppm

脱硝設備出口

ppm

脱硝率

%

重質油熱分解装置 加熱炉 30 10 67 49 7 86
第1期にて低NOxバーナー/脱硝設備設置し
た。

1号加熱炉

2号加熱炉
3号加熱炉
4号加熱炉

5号加熱炉 30 10 67 98 5 95
第1期にて低NOxバーナーと脱硝設備を設置
した。

第4硫黄回収装置 燃焼炉 26.2 － － 20 － － 第1期にて低NOxバーナーを設置した。

1号加熱炉 60 10 83 25 6 76
第1期にて低NOxバーナーと脱硝設備を設置
した。

2号加熱炉 30 10 67 31 7 77 同上
注:1.事後調査は第1期工事後5年間及び高度化後5年間実施する。
   2.窒素酸化物濃度は酸素濃度4%換算値を示す。
   3.脱硝設備のある入口と出口の窒素酸化物濃度は自動分析計で測定した。

別紙7　新設設備の性能維持に関する事後調査結果(供用時)

装置名
加熱炉／
ボイラー

計画値 実績値

備考

94 同上

50 10 80 69 6 91

30 10 67 41

第1期工事にて脱硝設備を新設し、脱硝設
備出口で10ppm以下を達成した。

67 10 85 100 6

6 85
第1期にて各加熱炉に低NOxバーナーを設
置、また共通で脱硝設備を設置した。

第2水素製造装置

装置名
加熱炉／
ボイラー

計画値 実績値

備考

分解油水添脱硫装置

1
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第1期工事後

発生量 減量化量 有効利用量 有効利用方法 最終処分量 発生量 減量化量 有効利用量 有効利用方法 最終処分量 発生量 減量化量 有効利用量 有効利用方法 最終処分量

汚泥 21,255 17,921 3,318 ｾﾒﾝﾄ原料等 16 汚泥 21,179 18,698 2,480 ｾﾒﾝﾄ原料等 0 汚泥 24,382 21,867 2,515 ｾﾒﾝﾄ原料等 0

廃油 36 4 32 燃料用 0 廃油 188 8 180 燃料用 0 廃油 744 0 744 燃料用 0

廃酸・廃アルカリ 1,030 1,030 0 － 0 廃酸・廃アルカリ 2,027 2,027 0 － 0 廃酸・廃アルカリ 3,323 3,323 0 － 0

廃プラスチック類 26 13 13
焼却残分を
道路の路盤材等 0 廃プラスチック類 42 29 13

焼却残分を
道路の路盤材等 0 廃プラスチック類 58 0 58

焼却残分を
道路の路盤材等 0

木くず 7 0 7 ﾊﾞｲｵﾏｽ燃料等 0 木くず 2 1 1 ﾊﾞｲｵﾏｽ燃料等 0 木くず 6 0 6 ﾊﾞｲｵﾏｽ燃料等 0

金属くず 106 0 106 製鉄用原料等 0 金属くず 223 0 223 製鉄用原料等 0 金属くず 782 0 782 製鉄用原料等 0

ガラス・陶磁器くず 16 0 1 ｶﾞﾗｽ原料等 15 ガラス・陶磁器くず 8 0 8 ｶﾞﾗｽ原料等 1 ガラス・陶磁器くず 2 0 2 ｶﾞﾗｽ原料等 0

合計 22,476 18,968 3,477 31 合計 23,669 20,764 2,905 1 合計 29,296 25,190 4,107 0

第1期工事後

発生量 減量化量 有効利用量 有効利用方法 最終処分量 発生量 減量化量 有効利用量 有効利用方法 最終処分量 発生量 減量化量 有効利用量 有効利用方法 最終処分量

汚泥 24,729 22,214 2,514 ｾﾒﾝﾄ原料等 0 汚泥 21,650 17,294 4,355 ｾﾒﾝﾄ原料等 0 汚泥 ｾﾒﾝﾄ原料等

廃油 618 0 618 燃料用 0 廃油 423 0 423 燃料用 0 廃油 燃料用

廃酸・廃アルカリ 2,345 2,345 0 － 0 廃酸・廃アルカリ 2,886 2,886 0 － 0 廃酸・廃アルカリ －

廃プラスチック類 80 0 80
焼却残分を
道路の路盤材等 0 廃プラスチック類 111 0 111

焼却残分を
道路の路盤材等 0 廃プラスチック類

焼却残分を
道路の路盤材等

木くず 4 0 4 ﾊﾞｲｵﾏｽ燃料等 0 木くず 6 0 6 ﾊﾞｲｵﾏｽ燃料等 0 木くず ﾊﾞｲｵﾏｽ燃料等

金属くず 652 0 652 製鉄用原料等 0 金属くず 1,567 0 1,567 製鉄用原料等 0 金属くず 製鉄用原料等

ガラス・陶磁器くず 2 0 1 ｶﾞﾗｽ原料等 1 ガラス・陶磁器くず 2 0 1 ｶﾞﾗｽ原料等 1 ガラス・陶磁器くず ｶﾞﾗｽ原料等

合計 28,430 24,559 3,869 1 合計 26,644 20,180 6,464 1 合計 0 0 0 0

注：事後調査は第1期工事後5年間及び高度化後5年間実施する。

平成26年度

別紙8　廃棄物に関する事後調査結果（供用時）

種別
計画値(t/年)

種別
平成22年度

種別
平成23年度

種別
平成24年度

種別
平成25年度

種別

1
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大気質 (硫黄酸化物) (硫黄酸化物)
・従来から使用する燃料は、装置から副生する石油ガスをガス洗浄設備で処理した硫黄分が ・新設装置においても、装置から副生する石油ガスをガス洗浄設備で処理した硫黄分が10ppm
　10ppm以下の低硫黄ガス燃料を使用している。新設装置でもこの低硫黄ガス燃料を使用す 　以下の低硫黄ガス燃料を使用しています。
　る。
・第1期工事で設置する第4硫黄回収装置には、高効率の排煙脱硫設備を設置する。 ・第1期工事で設置した第4硫黄回収装置には、高効率の排煙脱硫設備を設置しました。
(窒素酸化物) (窒素酸化物)
・新設装置では、窒素酸化物の発生を極力低く抑えるために可能な限り低NOxバーナーを採 ・新設装置では、窒素酸化物の発生を極力低く抑えるため可能な限り低NOxバーナーを採用し
　用する。また、加熱炉及びボイラーすべてに排煙脱硝設備を設置することにより、窒素酸 　ました。また、新設の加熱炉すべてに排煙脱硝設備を設置し、窒素酸化物濃度を10ppm以下
　化物濃度を10ppm以下として排出抑制する。 　に抑制しています。

　(ボイラーは第2期工事で設置を計画していますが、第2期工事は着工を延期しています。)
・既設装置においても設置可能な加熱炉に排煙脱硝設備を設置し、排出ガス中の窒素酸化物 ・既設装置においても設置可能な加熱炉に排煙脱硝設備を設置し、設置した脱硝設備の出口の
　濃度を新設装置同様10ppm以下とする。 　窒素酸化物濃度を10ppm以下に抑制しています。
・既設減圧蒸留装置の加熱炉に更に性能の良い低NOxバーナーを設置する。また、既設コジ ・既設減圧蒸留装置の加熱炉に平成21年の定期整備時に性能の良い低NOxバーナーを設置しま
　ェネレーション設備の排煙脱硝設備の触媒余力を有効活用し、現状より更に脱硝率を向上 　した。また、既設コジェネレーション設備の排煙脱硝設備の触媒余力を有効活用し、従来よ
　させる。　 　り脱硝率を向上させ、窒素酸化物濃度を16ppm以下に抑制しています。
・新設煙突については、建物ダウンウォッシュによる高濃度汚染を回避できる高さとする。 ・新設の8号煙突については、建物ダウンウォッシュによる高濃度汚染を回避できる高さの100

　mとしました。
(ばいじん) (ばいじん)
・堺製油所は、今後もガス燃料を使用するとともに、適切な燃焼管理を行い、不完全燃焼を ・堺製油所は、ガス燃料を使用するとともに、適切な燃焼管理を行い、不完全燃焼を防止して
　防止してばいじんの発生を抑制する。 　ばいじんの発生を抑制しています。
(炭化水素) (炭化水素)
・新設する施設は、炭化水素類の大気中への排出が発生しないように現状と同様すべて密閉 ・第1期工事で新設した施設は、炭化水素類の大気中への排出がないように既設と同様すべて
　構造とする。 　密閉構造にしました。
・揮発成分を含む原料・製品の貯蔵には現状と同様に浮き屋根式タンクを採用する。 ・揮発成分を含む原料・製品の貯蔵には従来と同様に浮き屋根式タンクを採用しています。
・現在設置しているガソリンの炭化水素類回収設備の性能維持に努める。 ・ローリー出荷場に、設置しているガソリンの炭化水素類回収設備の性能維持に努めています

　。
・高度化後(第2期工事後)に新たに海上出荷するベンゼンの出荷桟橋には蒸気回収設備を設 ・第2期工事は着工を延期しており、ベンゼン出荷桟橋への蒸気回収設備の設置は未実施です
　置し、性能の維持管理に努める。 　。
(事業関連車両) (事業関連車両)
・製油所への通勤は極力乗り合いとすること、並びに出荷用の車両については大型化するこ ・製油所への通勤バスを運行し、極力乗り合いとしています。出荷用の車両については大型化
　と等により、関係車両の台数を抑制し、大気汚染の防止に努める。 　等により、関係車両の台数を抑制しています。これらにより、大気汚染の防止に努めていま

　す。
・事業関連車両の走行にあたっては、適正速度を遵守し、不使用時にはアイドリングストッ ・事業関連車両の走行にあたっては、適正速度を遵守し、不使用時にはアイドリングストップ
　プを行うよう周知徹底する。 　を行うよう周知徹底しています。
・事業関連車両については、できる限り阪神高速道路湾岸線を利用するよう指導する。 ・事業関連車両については、できる限り阪神高速道路湾岸線を利用するよう指導しています。
(輸送船舶) (輸送船舶)
・輸送船舶からの大気汚染物質の排出抑制のため、従来と同様に船舶の積付率向上に努め、 ・輸送船舶については、従来と同様に船舶の積付率向上に努め、原油輸送の共同配送による効
　原油輸送の共同配送による効率化及びタンカーの大型化を図り、使用燃料を削減し、大気 　率化及びタンカーの大型化を図り、使用燃料を削減し、大気汚染物質の排出抑制を行うこと
　汚染物質の排出抑制を行うことを継続して実施する。 　を継続して実施しています。
・原油輸送船舶のうち定期傭船については、揚油作業時の燃料を硫黄分の少ない燃料へ(C重 ・原油輸送船舶のうち定期傭船については、揚油作業時の燃料を硫黄分の少ない燃料へ(C重油
　油からA重油に)可能な限り変更する。 　からA重油に)可能な限り変更しています。

別紙9　施設の存在・供用に係る環境保全措置の実施状況

環境影響評価書に記載の環境保全措置の内容 実施状況
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水質 (排水量の低減) (排水量の低減)
・石油精製の冷却工程においてはできるだけ空気冷却方式を採用し、冷却水の使用方法とし ・石油精製の冷却工程においてはできるだけ空気冷却方式を採用し、冷却水の使用方法として
　て循環冷却水方式を採用することで排水量を低減する。 　循環冷却水方式を採用することで排水量を低減しています。
・石油精製工程で発生する蒸気凝縮水の回収・再利用を行い、また石油精製工程で発生する ・石油精製工程で発生する蒸気凝縮水の回収・再利用を行い、また石油精製工程で発生する臭
　臭水及び廃水再生塔の排水を工程内で再利用することに努め排水量を極力低減する。 　水及び廃水再生塔の排水を工程内で再利用することに努め排水量を極力低減しています。
(排水処理) (排水処理)
　本事業により装置からの汚濁負荷量が増加するが、次の排水対策により事業所から排出さ 次の排水対策により事業所から排出される汚濁負荷量の抑制に努めています。
れる汚濁負荷量の抑制に努める。
・既設製油所排水の大部分を占めるNo.1排水口からの化学的酸素要求量(COD)の濃度は以下 ・製油所排水の大部分を占めるNo.1排水口からの化学的酸素要求量(COD)の濃度は以下の措置
　の措置により低減する。 　により従来より低減しています。
　1)新規排水及び既設排水増加分は新設排水処理施設で処理する。 1)新規排水は新設排水処理施設で処理する。
　2)第1期工事後は新設排水処理施設の余力で既設排水の一部を処理し、化学的酸素要求量 2)既設排水の一部は新設排水処理施設の余力で処理し、化学的酸素要求量の濃度を6.5mg/L以
　　の濃度を現状の7.5mg/Lから6.5mg/Lまで低減する。 　下に低減しています。
　3)高度化後(第2期工事後)は既設排水処理施設の後段に活性炭吸着処理設備を設置するこ 3)第2期工事については着工を延期しており、既設排水処理施設の後段への活性炭吸着処理施
　　とにより、化学的酸素要求量の濃度を6.0mg/Lまで低減する。 　設の増設は未実施です。
・新規排水中の窒素は、新設する生物処理設備(硝化脱窒方式の活性汚泥処理)で高度処理を ・新規排水中の窒素は、新設した生物処理設備(硝化脱窒方式の活性汚泥処理)で高度処理を行
　行う。 　っています。
・新規排水中の燐、浮遊物質及びベンゼンは新設排水処理施設で処理を行う。 ・新規排水中の燐、浮遊物質及びベンゼンは新設排水処理施設で処理を行っています。
・新規循環冷却水ブローダウン水、ボイラーブローダウン水及び浄化槽排水(窒素・燐含有 ・新規循環冷却水ブローダウン水、ボイラーブローダウン水及び浄化槽排水(窒素・燐含有排
　水)は、新設の排水処理施設で処理する。 　水)は、新設の排水処理施設で処理しています。
・新規生活排水の処理方法として合併処理浄化槽を導入する。 ・新規生活排水の処理のため合併処理浄化槽を導入しました。
・新設の重質油分解装置群から排出される排水中の硫化水素、アンモニア及びフェノール類 ・新設の重質油分解装置群から排出される排水中の硫化水素、アンモニア及びフェノール類は
　は新設する廃水処理再生塔、新設の排水処理施設で除去する。 　新設する廃水処理再生塔、新設の排水処理施設で除去しています。
(排水口) (排水口)
・新規排水の排出は、新たな排水口は設けずに既設排水口から海域に排出する。 ・新規排水の排出は、新たな排水口は設けずに既設排水口から海域に排出しています。

騒音 ・製油所への通勤は極力乗り合いとすること等により、関係車両の台数を抑制し、沿道環境 ・製油所への通勤バスを運行し極力乗り合いとすること等により、関係車両の台数を抑制し、
　への騒音影響の低減に努める。 　沿道環境への騒音影響の低減に努めています。
・騒音発生源となる機器は、社内基準により機側1mで85dB以下とするよう低騒音型機器の採 ・騒音発生源となる機器は、社内基準により機側1mで85dB以下とするよう低騒音型機器の採用
　用に努める。 　しています。
・ガスタービンやスチームタービン等の主な騒音発生機器は、防音カバー又は建屋内等に収 ・ガスタービンやスチームタービンは第2期工事で設置を計画していますが、第2期工事につい
　納し、外部への騒音の漏れを出来る限り低減する。 　ては着工を延期しており、未実施です。
・堺製油所からの製品出荷の主要ルートは、主として府道大阪臨海線、府道堺狭山線及び阪 ・堺製油所からの製品出荷の主要ルートは、主として府道大阪臨海線、府道堺狭山線及び阪神
　神高速道路湾岸線等を使用することとし、住居地域内の通行を極力回避する。 　高速道路湾岸線等を使用することとし、住居地域内の通行を極力回避しています。
・事業関連車両については、できる限り阪神高速道路湾岸線を利用するよう指導する。 ・事業関連車両については、できる限り阪神高速道路湾岸線を利用するよう指導しています。

振動 ・製油所への通勤は極力乗り合いとすること等により、関係車両の台数を抑制し、沿道環境 ・製油所への通勤バスを運行し極力乗り合いとすること等により、関係車両の台数を抑制し、
　への振動影響の低減に努める。 　沿道環境への振動影響の低減に努めています。
・振動発生源となる機器については強固な基礎上に設置し、また必要に応じて振動伝播対策 ・振動発生源となる機器については強固な基礎上に設置し、発生振動レベルの低減及び伝播防
　を行い、発生振動レベルの低減及び伝播防止に努める。 　止に努めています。
・堺製油所からの製品出荷の主要ルートは、主として府道大阪臨海線、府道堺狭山線及び阪 ・堺製油所からの製品出荷の主要ルートは、主として府道大阪臨海線、府道堺狭山線及び阪神
　神高速道路湾岸線等を使用することとし、住居地域内の通行を極力回避する。 　高速道路湾岸線等を使用することとし、住居地域内の通行を極力回避しています。
・事業関連車両については、できる限り阪神高速道路湾岸線を利用するよう指導する。 ・事業関連車両については、できる限り阪神高速道路湾岸線を利用するよう指導しています。
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悪臭 ・本事業では新たに取り扱う悪臭物質はない。悪臭物質の生成量及び原料・製品の貯蔵、取 ・本事業では新たに取り扱う悪臭物質はありません。悪臭物質の生成量及び原料・製品の貯蔵
　扱量は増加するものの新設装置を含めた生産施設は基本的に密閉構造であり外部への漏出 　、取扱量は増加するものの新設装置を含めた生産施設は基本的に密閉構造であり外部への漏
　はない。しかし、以下の項目については従来からの環境保全措置を実施し、悪臭の原因と 　出はありません。しかし、以下の項目については従来からの環境保全措置を実施し、悪臭の
　なる物質の排出抑制を行う。 　原因となる物質の排出抑制を行っています。（キシレンについては高度化後のため未実施）

対象
悪臭物質

発生源
現状の対策
(対策の規模含む)

高度化後の対策
対象
悪臭物質

発生源 第一期工事前の対策
第一期工事後(現状)
の対策

硫化水素 プロセス排水 廃水処理再生塔(2基)で プロセス排水量増に対応 硫化水素 プロセス排水 廃水処理再生塔(2基)で プロセス排水量増に対応
アンモニア 排水中の硫化水素、アン した廃水処理再生塔(2基) アンモニア 排水中の硫化水素、アン した廃水処理再生塔(2基)

モニアを除去 を新設 モニアを除去 を新設
硫化水素 硫黄タンク、硫黄溜 脱臭設備(1基)の設置によ 復旧する硫黄タンク(1基) 硫化水素 硫黄タンク、硫黄溜 脱臭設備(1基)の設置によ 復旧する硫黄タンク(1基)

出出荷受払時に発 る硫黄を含むガスの除去 に脱臭設備を増強 出出荷受払時に発 る硫黄を含むガスの除去 に脱臭設備を増強
生するガス 生するガス
悪臭成分を含むサ サンプリング系統のクロ 悪臭の発生が予想される 悪臭成分を含むサ サンプリング系統のクロ 悪臭の発生が予想される
ンプリング時のガ 一ズ化による悪臭漏出防 サンプリング場所に左記 ンプリング時のガ 一ズ化による悪臭漏出防 サンプリング場所に左記
ス漏出 止 と同じ設備を設置 ス漏出 止 と同じ設備を設置

キシレン タンクヘの貯蔵油 浮き屋根式タンクでの貯 新たに出荷を行うキシレ 油臭 定期整備時の装置 装置スチームパージガス 新設装置の個別発生源毎に
(キシレン含有の揮 蔵により揮発油拡散防止 ンは、浮き屋根式タンクに スチームパージガス の油臭を水洗設備で除去 仮設油臭水洗設備の設置
発油タンクを含む) (20基) 貯蔵(21基) (個別発生源毎に仮設設置)

・揮発油タンク(20基) ・揮発油タンク(16基) タンク水切りピット 水切りピットに油臭拡散 タンク基数に増減ないた
・キシレンタンク(0基) ・キシレンタンク(5基) の油臭 防止のための蓋設置 め追設なし

油臭 定期整備時の装置 装置スチームパージガス 新設装置の個別発生源毎に (各タンクに設置)
スチームパージガス の油臭を水洗設備で除去 仮設油臭水洗設備の設置

(個別発生源毎に仮設設置)
タンク水切りピット 水切りピットに油臭拡散 タンク基数に増減ないた
の油臭 防止のための蓋設置 め追設なし

(各タンクに設置)

陸域生態系 ・既設装置の有効利用を図り、土地の改変や施設規模を必要最小限とする。 ・既設装置の有効利用を図り、土地の改変や施設規模を必要最小限としました。
・本事業により改変されない北側エリアの水路については、ヨシやコウキヤガラ等の抽水性 ・本事業により改変されない北側エリアの水路については、ヨシやコウキヤガラ等の抽水性の
　の植物が多く生育していることから、この水路沿いの環境の維持に努める。 　植物が多く生育していることから、この水路沿いの環境の維持に努めています。
・現在飛来している多くの鳥類をはじめ、動物の生息場所としての機能を考慮し、高木、中 ・現在飛来している多くの鳥類をはじめ、動物の生息場所としての機能を考慮し、高木、中木
　木、低木の植栽を行う。 　、低木の植栽を行いました。
・海域を埋め立てた土地であることを考慮し、植栽種は、潮風などに強く、海岸性立地に適 ・海域を埋め立てた土地であることを考慮し、植栽種は、潮風などに強く、海岸性立地に適し
　した種から選定を行う。 　た種から選定を行いました。
・緑化は「堺市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」(平成18年、条 ・緑化は「堺市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」(平成18年、条例
　例第40号)に従い、設置する環境施設面積を決定し、新設する環境施設はすべて緑地とす 　第40号)に従い、設置する環境施設面積を決定し、新設する環境施設はすべて緑地としまし
　る。 　た。
・「堺市緑の工場ガイドライン」(堺市、平成18年)に基づき新設緑地の50%を樹林地とする。 ・「堺市緑の工場ガイドライン」(堺市、平成18年)に基づき新設緑地の50%を樹林地としまし

　た。
海域生態系 ・新設する石油コークス用桟橋は、既設桟橋と同様に、海水の流れを遮断しない透過構造を ・新設する石油コークス用桟橋は、既設桟橋と同様に、海水の流れを遮断しない透過構造を採

　採用する。 　用しました。
・桟橋の設置にあたっては、海域生物の生息・生育する護岸の改変を回避する。 ・桟橋の設置にあたっては、海域生物の生息・生育する護岸の改変を回避しました。

人と自然と ・製油所への通勤は極力乗り合いとすること、並びに出荷用の車両については大型化するこ ・製油所への通勤バスを運行し極力乗り合いとすること、並びに出荷用の車両については大
の触れ合い 　と等により、関係車両の台数を抑制する。 　型化すること等により、関係車両の台数を抑制しています。
の活動の場 ・堺製油所からの製品出荷の主要ルートは、主として府道大阪臨海線、府道堺狭山線及び阪 ・堺製油所からの製品出荷の主要ルートは、主として府道大阪臨海線、府道堺狭山線及び阪神

　神高速道路湾岸線等を使用することとし、住居地域内の通行を極力回避する。 　高速道路湾岸線等を使用することとし、住居地域内の通行を極力回避しています。
・事業関連車両については、できる限り阪神高速道路湾岸線を利用するよう指導する。 ・事業関連車両については、できる限り阪神高速道路湾岸線を利用するよう指導しています。
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景観 ・本事業は埋立地に立地する既設製油所敷地内に計画するため、色彩等の策定にあたっては ・本事業は埋立地に立地する既設製油所敷地内に計画するため、色彩等の策定にあたっては、
　、周辺工場あるいは既設装置と調和のとれた景観が形成されるように検討する。具体的に 　周辺工場あるいは既設装置と調和のとれた景観が形成されるように検討しました。具体的に
　は、「堺市景観条例」(平成5年、条例第7号)に基づき、「大規模建築物等デザインマニュ 　は、「堺市景観条例」(平成5年、条例第7号)に基づき、「大規模建築物等デザインマニュ
　アル」(堺市、平成10年)を参考とした煙突等の適正な配色を行う。 　アル」(堺市、平成10年)を参考とした煙突等の適正な配色を行いました。
・緑化は「堺市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」(平成18年、条 ・緑化は「堺市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」(平成18年、条例
　例第40号)に従い、設置する環境施設面積を決定し、新設する環境施設はすべて緑地とす 　第40号)に従い、設置する環境施設面積を決定し、新設する環境施設はすべて緑地としまし
　る。 　た。
・「堺市緑の工場ガイドライン」(堺市、平成18年)に基づき新設緑地の50%を樹林地とする。 ・「堺市緑の工場ガイドライン」(堺市、平成18年)に基づき新設緑地の50%を樹林地としまし

　た。
・新設する樹林地については、「堺市開発行為等の手続に関する条例」(平成15年、条例第 ・新設する樹林地については、「堺市開発行為等の手続に関する条例」(平成15年、条例第22
　22号)に定められた基準植栽密度を確保する。 　号)に定められた基準植栽密度を確保しました。

廃棄物 ・堺製油所では、最終処分率1%未満を目標として廃棄物の削減に取り組んでおり、現状の最 ・堺製油所では、最終処分率1%未満を目標として廃棄物の削減に取り組んでおり、前年度
　終処分率の1%未満を高度化後も維持し、環境への影響が最小限となるよう配慮する。 　も最終処分率の実績1%未満を維持し、環境への影響が最小限となるよう配慮しています。

・以前より廃棄物担当者を選任しており、産業廃棄物の分別保管、処理業者の管理・評価、 ・以前より廃棄物担当者を選任しており、産業廃棄物の分別保管、処理業者の管理・評価、新
　新たな処理業者の開拓を継続実施するとともに不法投棄防止の観点から産業廃棄物マニフ 　たな処理業者の開拓を継続実施するとともに不法投棄防止の観点から産業廃棄物マニフェス
　ェスト管理の徹底を今後も継続する。 　ト管理の徹底を継続しています。
・廃棄物を処理業者に委託して処理する場合、産業廃棄物処理業者の優良性の判断にかかる ・廃棄物を処理業者に委託して処理する場合、産業廃棄物処理業者の優良性の判断にかかる評
　評価制度に適合する事業者など、廃棄物処理を適正に行う業者を選定時に考慮する。 　価制度に適合する事業者など、廃棄物処理を適正に行う業者を選定時に考慮しています。
・本事業計画で実施する廃棄物の具体的な最終処分量の削減方法(減量化及び有効利用)は以 ・当初の事業計画の通り、廃棄物の最終処分量の削減方法(減量化及び有効利用)は以下に示す
　下に示すとおりである。 　方法で実施しています。

項目 廃棄物の種類 具体的な最終処分量の削減方法(減量化及び有効利用) 項目 廃棄物の種類 具体的な最終処分量の削減方法(減量化及び有効利用)
リユース 汚泥 排水処理の活性炭吸着処理設備で使用する活性炭は、 リユース 汚泥 排水処理の活性炭吸着処理設備で使用する活性炭は、

活性炭業者で再生処理 活性炭業者で再生処理
リサイクル 汚泥 セメント原料等 リサイクル 汚泥 セメント原料等

廃油 燃料用 廃油 燃料用
廃プラスチック類 焼却残分を道路の路盤材等 廃プラスチック類 焼却残分を道路の路盤材等
木くず バイオマス燃料等 木くず バイオマス燃料等
金属くず 製鉄用原料等 金属くず 製鉄用原料等
紙くず コピー用紙は再生紙 紙くず コピー用紙は再生紙

地球環境 ・新設装置については可能な限り生産効率、技術水準の高い最新の設備機器を導入するとと ・新設装置については可能な限り生産効率、技術水準の高い最新の設備機器を導入するととも
　もに、コジェネレーションシステム等の高効率発電設備の設置や装置での熱回収の推進を 　に、装置での熱回収の推進を図っています。
　図る。 　（コジェネレーションシステムは第2期工事で設置を計画していますが、第2期工事は着工を

　　延期しており、未実施です。）
・既設装置についても可能な限り省エネルギー化を図る。さらに製油所全体として、より一 ・既設装置についても可能な限り省エネルギー化を図っています。さらに製油所全体として、
　層の省エネルギー対策等について検討を加え、エネルギー消費原単位の改善及び二酸化炭 　より一層の省エネルギー対策等について検討を加え、エネルギー消費原単位の改善及び二酸
　素排出量の低減を図る。 　化炭素排出量の低減を図っています。
・千葉等他製油所においても可能な限り省エネルギー化を図るとともに、経団連環境自主行 ・他製油所においても可能な限り省エネルギー化を図るとともに、経団連環境自主行動計画の
　動計画の下、補完的に京都メカニズム上有効な排出権クレジットの取得に取組み、地球温 　下、補完的に京都メカニズム上有効な排出権クレジットの取得に取組み、地球温暖化対策に
　暖化対策に積極的に対応する。 　積極的に対応しています。
・製油所への通勤は極力乗り合いとすること、並びに出荷用の車両については大型化するこ ・製油所への通勤バスを運行し極力乗り合いとすること、並びに出荷用の車両については大型
　と等により、関係車両の台数を抑制する。 　化すること等により、関係車両の台数を抑制しています。
・事業関連車両の走行にあたっては、適正速度を遵守し、不使用時にはアイドリングストッ ・事業関連車両の走行にあたっては、適正速度を遵守し、不使用時にはアイドリングストップ
　プを行うよう周知徹底する。 　を行うよう周知徹底しています。
・事業関連車両については、できる限り阪神高速道路湾岸線を利用するよう指導する。 ・事業関連車両については、できる限り阪神高速道路湾岸線を利用するよう指導しています。

環境影響評価書に記載の環境保全措置の内容 実施状況

別紙9　施設の存在・供用に係る環境保全措置の実施状況
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知事意見の内容 事業者の見解 実施状況
1.温室効果ガス
　地球温暖化対策については、国において「京都議定書目標 　以下に記載した措置を講じることにより、二酸化炭素排出 　以下に記載した措置を講じることにより、二酸化炭素排出
成計画」の目標達成に向けた取組みが進められているところ 量をできる限り低減するように努めます。また、以下の内容 量をできる限り低減するように努めています。
であるが、対策の進捗は極めて厳しい状況にあり、目標達成 を評価書に記載しています。
のために一層の取組みが必要とされている。また、「大阪府
地球温暖化対策推進地域計画」の目標達成のためにも、より
一層の取組みが必要とされているところである。
　本事業は、高効率発電設備の設置や装置での熱回収を図る
こと等により、石油連盟の自主行動計画との整合が図られる
よう対応するとされている。しかしながら、それでもなお二
酸化炭素排出量が大幅に増加するものと見込まれていること
から、以下の措置を講ずることにより二酸化炭素排出量をで
きる限り低減すること。また、それを評価書に記載すること
。
(1)準備書に記載された環境保全措置を確実に実施するとと 　準備書に記載した環境保全措置を確実に実施するとともに 　評価書に記載した環境保全措置の実施状況は別紙9の通り
もに、新設する第2蒸気タービン発電設備について背圧型に 、新設する発電設備の見直しを行い、第2蒸気タービン発電 です。
変更するなど総合熱効率をできる限り高くすること、及び既 設備については抽気型から背圧型に変更し、かつ発電能力を 　発電設備(第2コジェネレーション設備及び第2蒸気タービン
設装置について加熱炉熱効率の改善をはじめとした実施予定 縮小することにより、第2コジェネレーション設備と第2蒸気 発電設備)の新設は第2期工事で計画していますが、第2期工事
の省エネルギー対策を実施することにより、二酸化炭素排出 タービン発電設備を合わせた総合エネルギー効率をできる限 は工事は着工を延期しており、未実施です。
量をより一層低減すること。 り高くします。 　堺製油所の既設装置における省エネルギー案件について、

　また、準備書以降、堺製油所の既設装置における省エネル 継続的に実施しています。これにより、二酸化炭素排出量の
ギー案件について追加・見直しを行い、加熱炉効率の改善を 更なる低減を目指しています。
はじめとした実施予定の省エネルギー対策を今後実施するこ
とにより、二酸化炭素排出量の更なる低減を行います。

(2)さらなる二酸化炭素排出量の低減を図るための補完的な 　千葉等他製油所においても可能な限り省エネルギー化を図 　コスモ石油の他製油所においても可能な限り省エネルギー
措置として、事業者の他の製油所における省エネルギー対策 るとともに、経団連環境自主行動計画の下、補完的に京都メ を進めています。
を進めること、及び京都メカニズム上有効な排出権クレジッ カニズム上有効な排出権クレジットの取得に取組み、地球温 　また、経団連環境自主行動計画の下、補完的に京都メカニ
トの取得に取組み、地球温暖化対策に積極的に対応すること 暖化対策に積極的に対応します。 ズム上有効な排出権クレジットの取得について、取り組んで
。 います。
(3)本製油所全体について、今後の技術開発の動向を踏まえ 　当社堺製油所においては、省エネルギーに関する今後の技 　当社堺製油所においては、既設装置の省エネルギー案件を
、加熱炉における熱回収の拡大及び熱効率の向上等による省 術開発の動向を踏まえ、現在検討中の省エネルギー案件又は 継続的に検討しており、二酸化炭素排出量及びエネルギー消
エネルギー対策を継続して検討し、二酸化炭素排出量及びエ 新規の省エネルギー案件を今後も継続的に検討し、二酸化炭 費原単位をより一層低減するよう努めています。
ネルギー消費原単位をより一層低減するよう努めること。 素排出量及びエネルギー消費原単位をより一層低減するよう

努めます。
(4)二酸化炭素排出量等の予測については不確実性があるこ 　二酸化炭素排出量及びエネルギー消費原単位については、
とから、事後調査を行うこと。 予測の不確実性の観点から事後調査を実施します。
　事後調査においては、本製油所の二酸化炭素排出量及びエ 　事後調査においては、堺製油所における二酸化炭素排出量
ネルギー消費原単位に加え、事業者のエネルギー消費原単位 及びエネルギー消費原単位を把握し、各予測値との比較を行
についても把握するとともに、予測値やエネルギー消費原単 います。また、当社4製油所合計のエネルギー消費原単位を
位の自主目標値との比較検証を行い、その結果を踏まえ必要 把握し、当社自主目標値との比較を行います。
な追加措置を講じること。また、その結果及び環境保全措置 　二酸化炭素排出量又はエネルギー消費原単位が予測値を上
の実施状況を報告すること. 回った場合は原因調査を行い、新たな措置の実施が必要と考

えられる場合には、省エネ施策を行うなど実行可能な範囲で
適切な追加措置を講じます。また、事後調査の結果及び環境
保全措置の実施状況を報告します。

別紙10　知事意見等に対する事業者等の見解についての実施状況

　現在、作成中であり、エネルギーの使用の合理化に関する
法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の届出に合わせ
て7月に報告を行います。

2
3



知事意見の内容 事業者の見解 実施状況
2.大気質
(1)事業計画地周辺は、「大気汚染防止法」に基づく窒素酸 　以下に記載した措置を講じることにより、堺製油所からの 　以下に記載した措置を講じることにより、堺製油所からの
化物総量規制地域及び「自動車から排出される窒素酸化物及 窒素酸化物排出量のできる限りの低減を図ります。 窒素酸化物排出量のできる限りの低減を図っています。
び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別
措置法」に基づく対策地域に指定され、これまで窒素酸化物
対策が重点的に講じられてきた地域である。
　このため、本事業では新設する加熱炉及びボイラーに低NO
xバーナーを採用するとともに排煙脱硝設備を設置するなど
とし、既設装置についても一部に排煙脱硝設備を増設するな
ど対策の強化を図るとしているが、以下の措置を講ずること
により、本製油所全体からの窒素酸化物排出量をできる限り
低減すること。
①新設装置の低NOxバーナーについては、現時点における最
高レベルの機器を採用するとしているが、今後の技術動向も
踏まえ、機器の設置までにさらに検討を加え、より一層の濃
度の低減に努めること。

　低NOxバーナーに関する今後の技術動向を踏まえ、更なる性
能向上が期待できるものが商業化された場合には、第2期工事
で新設する装置群を対象として採用可否の検討を行い、窒素
酸化物濃度の更なる低減に努めます。

　現在、第2期工事の着工を延期しています。第2期工事を着
工する場合は、再度、低NOxバーナーに関する技術動向の把握
します。更なる性能向上が期待できるものが商業化された場
合には、第2期工事で新設する装置群を対象として採用可否の
検討を行い、窒素酸化物濃度の更なる低減に努めます。

②既設装置については、本事業の実施に合わせて取り替える
減圧蒸留装置の低NOxバーナーをより一層濃度が低い機器に
変更すること、及び第2期工事後の稼動予定がない装置を事
業計画の見直し等により稼動させる場合は稼動予定の装置と
同様の対策を講じること。

　準備書以降、既設装置について更なる窒素酸化物排出抑制
対策を検討した結果、減圧蒸留装置の加熱炉に更に性能の良
い低NOxバーナーを設置します。
　また、現状の事業計画で稼働予定がない施設(高圧ボラー、
1号中圧ボイラー及び水素製造装置1号加熱炉)について、仮に
今後の事業計画見直し等により、今後稼働させる場合(非常時
に稼働させる場合を除く)には、現計画と同様の対策(低NOxバ
ーナーや排煙脱硝設備の設置)を講じるよう検討します。

　平成21年度の定期整備にて、既設減圧蒸留装置の加熱炉バ
ーナーを性能の良い低NOxバーナーへ取り替えました。
　また、評価書に記載した事業計画で稼働予定がない施設(高
圧ボラー、1号中圧ボイラー及び水素製造装置1号加熱炉)につ
いては、非定常時に稼働させる場合を除いて常時稼働させる計
画は現在もありません。

③低NOxバーナー及び排煙脱硝設備について、既設のものも 　新設装置及び既設装置における低NOxバーナー及び排煙脱 　新設装置及び既設装置における低NOxバーナー及び排煙脱
含めて運転管理及び維持管理を徹底し、濃度のより一層の低 硝設備について、所定の性能が得られるよう運転管理及び維 硝設備について、所定の性能が得られるよう運転管理及び維
減を図ること。 持管理を徹底します。 持管理を徹底しています。
(2)新設する9号煙突については、大気汚染物質排出量が多い 　更なる環境負荷の低減の観点から新設する9号煙突高さの 　9号煙突の新設は、第2期工事で予定しています。第2期工事
ことから、建物ダウンウォッシュによる高濃度汚染を回避で 見直しを行い、煙突周辺の建物高さを踏まえ、ダウンドラフ については着工を延期しており、未実施です。
きる高さとすること。 卜建物ダウンウォッシュ)の発生を回避しうる高さとして40m

から100mに変更します。
(3)輸送船舶からの大気汚染物質排出量が大幅に増加するこ 　原油輸送船舶のうち定期傭船についてぐ揚油作業時におけ 　原油輸送船舶のうち定期傭船について、平成22年4月より揚
とから、揚油作業時における使用燃料の改善等を行い、大気 る使用燃料の改善を検討し、硫黄分の少ない燃料へ(C重油か 油作業時における使用燃料を硫黄分の少ない燃料へ(C重油か
汚染物質排出量の低減を図ること。 らA重油に)可能な限り変更することにより、輸送船舶からの らA重油に)可能な限り変更することにより、輸送船舶からの

大気汚染物質排出量の低減を図ります。 大気汚染物質排出量の低減を図っています。
(4)施設の稼動に係る事後調査においては、低NOxバーナー、 　施設の稼働に係る事後調査においては、低NOxバーナー、 　低NOxバーナー、排煙脱硝設備出口の性能については、計画
排煙脱硝設備及びベンゼン蒸気回収設備の性能についても把 排煙脱硝設備及びベンゼンの蒸気回収設備の性能についても 値の範囲内である事を確認しています。
握し、それらの結果を踏まえ必要な追加措置を講じること。 把握し、所定の性能が得られない場合は原因調査を行い、適 　ベンゼンの蒸気回収設備は第2期工事で設置予定ですが、第

切な措置を講じます。 2期工事については着工を延期しています。
(5)以上について評価書に記載すること。 以上の内容を評価書に記載しています。 評価書に記載済みです。

別紙10　知事意見等に対する事業者等の見解についての実施状況
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知事意見の内容 事業者の見解 実施状況
3.水質
(1)事業計画地が閉鎖性水域に面していること、事業規模が 　石油精製の冷却工程についてはできる限り空気冷却方式を 　石油精製の冷却工程についてはできる限り空気冷却方式を
大きいことから、水を循環使用すること等により排出水量を 採用し、冷却水の使用方法として循環冷却水方式を採用しま 採用し、冷却水の使用方法として循環冷却水方式を採用しま
低減するとともに、排水処理施設の運転管理及び維持管理を す。また、石油精製工程で発生する蒸気凝縮水の回収・再利 した。また、石油精製工程で発生する蒸気凝縮水の回収・再
適切に行い、本製油所全体からの汚濁負荷量のより一層の低 用や、石油精製工程で発生する臭水及び廃水処理再生塔の処 利用や、石油精製工程で発生する臭水及び廃水処理再生塔の
減を図ること。また、事後調査の結果を踏まえ必要な追加措 埋水を工程内で一部再利用することに努め、排出水量を極力 処埋水を工程内で一部再利用することに努め、排出水量を極
置を講じること。さらに、それを評価書に記載すること。 低減します。 力低減しています。

　また、準備書ではNo.1排水口からの排出水の化学的酸素要 　また、No.1排水口からの排出水の化学的酸素要求量(COD)濃
求量(COD)濃度を7.3㎎/L(第1期工事後)及び7.2㎎/L(高 度は自主管理値6.5㎎/L(第1期工事後)以下とし、
度化後〉としていましたが、環境への影響を最小限にとどめ 排水処理施設の運転管理及び維持管理を適切に行い
るという観点から、6.5㎎/L(第1期工事後)及び6.0㎎/L 堺製油所全体からの汚濁負荷量の更なる低減を図っています。
(高度化後)を自主管理値として定め、排水処理施設の運転 　前年度の平均は、自主管理値を下回っています。
管理及び維持管理を適切に行うことにより、堺製油所全体か 　また、各月に測定した排水性状が自主管理値を上回った場
らの汚濁負荷量の更なる低減を図ります。 合は、その都度、原因調査を行い、実行可能な範囲で必要な
　事後調査において、No.1及びNo.3排水口の排水性状が予測 措置を講じました。
値を上回った場合には原因調査を行い、新たな措置の実施が
必要と考えられる場合に、実行可能な範囲で適切な追加措置
を講じます。
以上の内容を評価書に記載しています。

別紙10　知事意見等に対する事業者等の見解についての実施状況
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